
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１２.６開催)『電子帳簿保存法改正の対応ポイントとデジタル取引実務対応』受講申込書 

 新発田商工会議所 行  ＦＡＸ：0254-23-5885 

事業所名  TEL  

住 所  FAX  

受講者名 ① ② 
 

電子取引における電子保存の義務化」は、どのような準備作業が必要なのでしょうか？ 
ネットでの買い物や宿泊の予約、ETC の利用、電話料金の引落などもともと紙での書類がないものはどうするのか。

また、今後『電子契約』の需要の高まりも見込まれ、取引先から求められるケースも増えるかもしれません。 
そこで今回、電子帳簿保存法改正の概要と対応ポイントを中心に関連するデジタル取引についてもわかりやすく解説し

ます。この機会に是非ご参加ください。 

申込日(２０２３/       /       ) 

        

        

最近よく聞く電子帳簿保存法って何？ 

 ●講師プロフィール 

  池田
い け だ

 有
う

美
み

 氏 

行政書士事務所 UMC サポート  
代表 特定行政書士 
２００４年５月～２０１５年２月 大手ビジネス資

格の専門学校である、大原学園（総務部、社会人課程教
務部、専門課程教務部）にて、社会人受講生や専門学生
の管理・指導・ブラスバンド部の指導、新設学校３校の
立ち上げなどに携わる。関東圏内に留まらず、様々な地
域の日本企業や、何カ国もの国から相談を日々受けてい
る。今までに関与した国は１５カ国。現在は、主に外国
人雇用テーマの勉強会の講師として各地で活躍中。 

●電子帳簿保存法の改正と概要 

●気を付けたい関連法令概要 

●進む企業の電子化と電子契約 

●電子取引データ保存について 

・電子取引とは？ 

・中小・小規模事業者の対応例 

・経理のデジタル化 

●その他電子商取引での注意点 等  

どれくらいコストがかかるの？ 

紙の契約とどこが異なるの？ 

実務へはどんな影響があるのか？ 

どう業務効率化につながるの？ 

導入する際のおおまかな流れは？ 

【日時】 2023年１２月６日（水） 14：00～１６：00 

【会場】新発田商工会議所 ４階 
 (新発田市中央町 4-10-10 

【受講料】 無料 (どなたでもご参加できます)  

【定員】 ３０名 （定員に達し次第、締切ります） 

新発田商工会議所 

TEL: 0254-22-2757 

■お申込み方法 

  下記申込書に必要事項をご記入頂き、   ＦＡＸ または電話にてお申し込みください。 

※ご記入頂いた情報は､当会からの各種連絡･情報提供のために利用するほか､セミナー参加者の実態調査･分析のために利用することがあります。 

 


